
監査結果公表第２８－１４号 

 

定期監査の結果に対する措置の通知の公表について 

 

 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項及

び八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 

 

平成２９年３月２日 

 

八尾市監査委員   田 中  清 

同      八 百 康 子 

同      小 湊 雅 子 

同      大 野 義 信 

同      露 原 行 隆 

 

記 

 

１ 措置の通知 

   平成２５年度定期監査（健康福祉部）の結果に対する措置の通知 

    平成２９年２月２４日付け八地地第２１５号 

    平成２９年２月２４日付け八健推第１６６４号 

平成２６年度定期監査（建築都市部）の結果に対する措置の通知 

    平成２９年２月２１日付け八建政第４９６号 

平成２６年度定期監査（水道局）の結果に対する措置の通知 

    平成２９年２月２１日付け八水経第２０２号 

平成２６年度定期監査（消防本部・消防署）の結果に対する措置の通知 

    平成２９年２月２４日付け八消本総第５９３号 

 

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

 

３ その他 

   措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。 

 



平成25年度実施健康福祉部定期監査の結果に対する措置等の内容 

高齢福祉課 

指摘事項 
本通知時までに講じた 

措置又は改善方針等 
H27.10.26での取り組み等の内容 

２ 公益社団法人八尾市シ

ルバー人材センターに対

する事務について 

 ⑵ 財産の管理について 

   シルバー人材センタ

ーが事務所等として

使用している建物の

一部については、平成

8年度に増築されてい

るが、増築部分につい

て公有財産台帳とシ

ルバー人材センター

の財産目録に重複し

て登録されているの

で、適正な処理を行う

こと。 

措置 

状況 
２.措置予定 

措置

状況 
３.検討中 

 シルバー人材センターの財産

目録への登録については、増築費

用が同センターにより支出され

たものであることから、法人会計

上の処理として、資産計上して減

価償却を行う必要がありました。 

 一方、本体建物が市の公有財産

であり、増築部分が構造的にも使

用状況においても分離できない

ものであることから、一体的に管

理するため増築部分も公有財産

台帳に登録しておりますが、市が

予算を執行していないことから、

公有財産台帳に増築部分の建築

価格が3,949,276円と記載されて

いることについては0円と記載

を改める予定です。 

 適正な財産管理を行うべく、高

齢福祉課とシルバー人材センタ

ーの間で処理方法を検討してい

ます。 

 

 



平成 25年度実施健康福祉部定期監査の結果に対する措置等の内容 

障がい福祉課 

指摘事項 
本通知時までに講じた 

措置又は改善方針等 
H28.2.29 までの取り組み等の内容 

４ 医療費の助成に関する

事務について 

身体障害者及び知的障

害者の医療費助成に関す

る条例では、「医療証交

付申請日から助成が適用

される」となっている。

また、医療費の助成資格

は障害認定日から生じる

が、障害認定日は障害者

手帳が交付されるまで判

明しないため、医療費助

成の一部の申請におい

て、障害認定日から助成

を適用するため、日付を

遡って申請書を受理して

いるものが見受けられ

た。これらの事務につい

ては、申請者の利益を確

保する観点から行われて

いるものであるが、適正

な事務処理となるよう規

定の整備を行うこと。 

 

措置 

状況 
２．措置予定 

措置 

状況 
３．検討中 

現在見直しが検討されている

大阪府補助制度との整合を図る

方向で、規定の整備を行う準備を

進めております。 

平成 28 年度に見直しが検討さ

れている大阪府補助制度との整

合を図る方向で、規定の整備を行

う準備を進めております。 

 

 



平成 25年度実施健康福祉部定期監査の結果に対する措置等の内容 

健康保険課 

指摘事項 
本通知時までに講じた 

措置又は改善方針等 
H28.2.29 までの取り組み等の内容 

４ 国民健康保険出産費資

金貸付基金について 

本基金については、出

産育児一時金の支給が見

込まれる世帯主に対し

て、その支給を受けるま

での間、出産に要する費

用を支払うための資金を

貸し付けることを目的と

して設置されている。本

基金条例で基金の額を

40,000千円以内とし、平

成 24 年 度 末 残 高 は

30,902 千円となってい

るが、平成 21年度に出産

育児一時金の直接支払制

度が開始されたことなど

により、貸付件数、金額

ともに大幅に減少し、平

成 24年度の貸付件数は 1

件(金額 80 千円)となっ

ており、基金残高と運用

実態との乖離が顕著とな

ってきている。今後、貸

付状況の推移を勘案し、

基金残高の見直し等につ

いて検討すること。 

 

措置 

状況 
３．検討中 

措置 

状況 
３．検討中 

国民健康保険制度改革により、

平成 30 年度から国民健康保険の

財政運営主体が都道府県となり

国民健康保険業務が広域化され

ることが決定しており、現在、大

阪府と府内市町村の代表及び大

阪府国民健康保険団体連合会で

構成される「大阪府・市町村国民

健康保険広域化調整会議」におい

て、大阪府及び府内市町村の役割

分担等、事務の詳細についての議

論が行われているところです。 

そのため、当該基金残高の見直

し等については、広域化に伴う財

政運営等が明らかになった段階

でその動向と見合せ、検討を行う

予定です。 

国民健康保険制度改革により、

平成 30 年度から国民健康保険の

財政運営主体が都道府県となり

国民健康保険業務が広域化され

ることが決定しており、現在国に

おいて都道府県と市町村の役割

分担等、事務の詳細が詰められて

います。 

そのため、当該基金残高の見直

し等については、広域化に伴う財

政運営等が明らかになった段階

でその動向と見合せ、検討を行う

予定です。 

 

 

 


